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福島大学研究年報編集規定  

 

 

Ⅰ、性格規定 

  １．本研究年報は、大学が重点的に配分する研究経費に基づく研究成果、プロジェクト

研究所の活動及び大型研究の成果等を公表することを目的とする。  

 ２．大学が重点的に配分する研究経費は、以下のとおりである。 

（１）学内競争的研究経費（グループ研究助成） 

（２）学内競争的研究経費（個人研究助成） 

 ３．本研究年報は、研究成果報告書をもって構成する。研究成果報告書の詳細について

は以下に記載する。 

 

Ⅱ、刊行 

 本研究年報は毎年度刊行する。 

 

Ⅲ、担当委員会及び事務部 

 １．本研究年報の編集及び刊行にかかる作業は、学系長連絡会から選出された委員で構

成する研究年報編集委員会が行い、研究成果報告書の体裁や形式にかかる調整等を担

当する。 

 ２．本研究年報の刊行にかかる事務は研究振興課が行う。 

 

Ⅳ、研究成果報告書 

 １．大学が重点的に配分した研究経費による研究成果の報告を、本研究年報に掲載する。  

 ２．大学から重点的研究経費の配分を受けた者（単位）は、研究成果報告書を研究振興

課に提出する。ただし、様式及び提出期日は、別に定める。 

 

Ⅴ、掲載 

 本研究年報は、福島大学附属図書館ホームページ内の「福島大学研究年報」に掲載する。  

  

 

Ⅵ、編集細則、執筆要領 

 本研究年報の編集にかかる細則、ならびに執筆要領は別に定める。  

本規定は、平成 17 年 11 月 2 日から施行する。 

本規定は、平成 23 年 12 月 31 日から施行する。 

本規定は、平成 24 年 8 月 1 日から施行する。 

本規定は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。 

本規定は、令和元年 7 月 5 日から施行する。 


